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○ 一般の市区町村が処理することが適当でない規模・性質の仕事 

 

このように、住民に最も身近な基礎的な自治体が、優先的に仕事を行い、広域

の自治体や国は、その性格に応じて、限定的に仕事の範囲が決められています。 

 

②②  基基礎礎のの仕仕事事のの範範囲囲  

基礎的な自治体のうち、人口規模の大きな自治体には特例が設けられ、広域の

自治体の仕事の一部を受け持ちます。 

人口の規模により、指定都市（人口 50 万人以上）、中核市（人口 20 万人以上）

の二つの区分があり、その規模に応じて、特例で行う事務の範囲がかわります。（（地地

方方自自治治法法第第 225522 条条のの 1199～～第第 225522 条条のの 2266 のの 22）） 

 

       

自治体の仕事は、ⓐ地域における事務（仕事）と、ⓑその

他の事務（仕事）で法律又はこれに基づく政令により処理す 

ることとされる仕事の、二つに区分することがあります。 

国と仕事を分担して、自治体は、ⓐの地域における仕事を広く行うのですが、この

ほかに、ⓑにあたる仕事があるとされるのです。ⓑには、どのような仕事があるので

しょうか。 

その例としてよく取り上げられるのが、「北方領土問題等の解決の促進のための特

別措置に関する法律」に基づく仕事で、北方領土に本籍を有する者の戸籍の事務を根

室市が行っています。北方四島は根室市の地域ではありませんが、北方四島に距離的

に近い自治体である根室市が、国に代わって、法律に基づき、便宜的にこの仕事を行

うとされているのです。（（地地方方自自治治法法第第 22 条条第第 22 項項・・北北方方領領土土問問題題等等のの解解決決のの促促進進ののたためめのの

特特別別措措置置にに関関すするる法法律律第第 1111 条条）） 

 

22..仕仕事事のの範範囲囲のの定定めめ方方  

実際には、基礎的な自治体と広域の自治体との間で、どのように仕事を分担し

ているのか、いくつかの仕事を例としてとりあげて、そのようすを表しますと図

表 3-1 のようになります。 

自治体の仕事の分担や役割は、法令により個別に定められている場合と、法令

の定めのない場合があります。具体的にどうなっているかをみていきましょう。 
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図表 3-1： 自治体の仕事の分担例 

 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

  

  

 

※児童福祉法の改正により、平成 29(2017)年 4 月から特別区も設置可能となった。 

○○  基基礎礎のの仕仕事事例例  

自治体の最も基本的な仕事は、住民票に関する仕事です。（住民基本台帳法第 3 条） 

住民票は、選挙をしたり、行政サービスを受けたりといった権利と義務の基礎

になるものです。また、日本国民として基本になる記録が戸籍で、これも基礎的

な自治体の仕事です。（戸籍法第 1 条）  

住民の生活を保障する介護保険は、基礎的な自治体の仕事と定められて（介護保

険法第 3 条）いますし、地域の生活基盤を担う清掃、上下水道、消防に責任を負う

のも、基礎的な自治体です（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 4 条、水道法第 6 条、下水

道法第 3 条、消防組織法第 6 条・第 7 条）。 

小中学校や保育所に関しては、基礎的な自治体だけが設置するのではありませ

んが、児童の就学に必要な小中学校を設置する責任（（学学校校教教育育法法第第 3388 条条・・第第 4499 条条））を

負っていたり、自らの責任で設置（（児児童童福福祉祉法法第第 3355 条条））したりします。 

 

基
礎
的
な
自
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体 
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の

自
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体 
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児童相談所

※ 
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○○  広広域域のの仕仕事事例例  

図表 3-1 の上段にある仕事はどれも、法律によって、広域の自治体の仕事にな
ります（警察法第 38条・第 47条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 37条・第 41条、

市町村立学校職員給与負担法第 1条、児童福祉法第 35条、地域保健法第 5条）。そのうち、保健

所と保育所設置の認可は、指定都市と中核市の仕事（地域保健法第 5条）になります。 

 

○○  基基礎礎・・広広域域共共同同のの仕仕事事例例  

国民健康保険については、法改正があり平成 30 年度から、「都道府県は、当該

都道府県内の市町村（特別区を含む。以下同じ）とともに、国民健康保険を行うも

のとすること」（国民健康保険法第 3条第 1項）とされています。 

 

○○  そそのの他他のの仕仕事事例例  

図表 3-1 に掲げた仕事以外の例には、道路の仕事があります。さまざまに張り
巡らされた道路を区分して、それを国、広域の自治体、基礎的な自治体が分担して

管理します。（道路法第 3条、第 12～16条） 

なお、指定都市は、広域の自治体の仕事をあわせて行う特例があります。（道路法

第 17条） 

学校については、一部に設置義務（例えば、前述の小中学校は基礎的な自治体が

義務を負い、特別支援学校は広域の自治体が義務を負います）があるほかは、国、

自治体、学校法人のだれもが設置可能（学校教育法第 2条）ですので、役割分担の原

則にしたがって、それぞれが判断し設置します。 

病院の場合も、国、自治体ほか医療法人などさまざまな組織が開設でき（医療法

第 7 条）、仕事の分担の原則や地域ごとの実情に基づき、それぞれの主体が判断す

ることになります。 

 
 

33..仕仕事事のの分分担担のの変変更更  

自治体間の仕事の分担は、上記でみたように、基本的な原則や法令にしたがっ

て決まりますが、特例的な扱いとして、自治体間の判断で、仕事の分担を変更する

ことができます。 

それは、広域の自治体が、条例を定めて、自分の分担する仕事を、基礎的な自治

体の仕事に移すしくみで、「条例による事務処理の特例」（地方自治法第 252条の 17の

2）と呼ばれます。それぞれの地域の実情に応じて、限定されず優先的に仕事を行
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